
令和２年10月８日 資料提供

担 当 市町村課 東、池田、福地

電話(直通) ０７３－４４１－２１９２

マイナンバーカードの出張申請所を設置します！

～マイナポイントの申込み支援も実施～

和歌山県では、県民のマイナンバーカード取得促進及びマイナポイント申込
み支援の取組として、市町村と連携し、下記のとおり出張申請所を設置します。
出張申請所では、申請書の記入補助や顔写真の無料撮影などを行います。
この取組は、平成30年度からこれまでに県内各地で74回実施しており、約

4,600人の申請を受け付けています。
さらに、9月に始まった上限5000円分のポイントがもらえるマイナポイン

トの申込みをサポートします。
手続方法が分からない、難しいと感じておられる方は、住所地に関わらずど

なたでもお越しください。

10月10日（土） オークワ かつらぎ店

10月17日（土） 松源 湯浅店

10月31日（土） スーパーセンターオークワ 有田川店

11月 1日（日） オークワパビリオンシティ 田辺店

11月 7日（土） 松源 妙寺店

11月28日（土） スーパーセンターオークワ 南紀店

■マイナンバーカードを取得することによって、次のようなメリットがあります。

・ キャッシュレス決済を利用し、マイナポイント（最大5,000円分のプレミアム）を取得

できる。
・ 令和3年3月から、健康保険証として利用できる。
・ 確定申告、子育て関連の申請など様々な行政手続がオンラインで可能となる。


